
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

二
七

改
正
後
欄

終
り
か
ら
一
三
３

３
ま
で

〃

〃〃

八
第
七
項

第
七
号

〃

〃〃

二


修
得

習
得

二
九

改
正
後
欄〃

三
〇

〃終り
か
ら
一
五

二
九

改
正
後
欄四
第
一
号

各
号

三
一

〃

七
第
一
項

第
二
項

四
九

〃終り
か
ら
一
一
第
一
号

前
号

令和年月日 月曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

東
京
都
文
京
区
湯
島
二
丁
目
一
六
番
一
一
号

株
式
会
社
イ
ノ
メ
デ
ィ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

二
之
宮
義
泰

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

東
京
都
文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
二
九
番
二
四
号

ス
タ
ー
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

金
子

勝

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
五
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

神
奈
川
県
藤
沢
市
本
町
一
丁
目
三
番
三
七
号

株
式
会
社
藤
沢
小
型
自
動
車
部
品
商
会

代
表
取
締
役

丸
山

努

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

新
潟
市
中
央
区
大
島
一
六
〇
七
番
地
三

株
式
会
社
ア
ペ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ

ル
新
潟

代
表
取
締
役

塩
谷

禎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

静
岡
県
富
士
市
今
泉
三
八
三
番
地
の
五

株
式
会
社
ミ
ズ
・
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー

代
表
取
締
役

栗
田

佳
幸

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

名
古
屋
市
西
区
康
生
通
二
丁
目
二
六
番
地

株
式
会
社
Ａ
Ｐ
Ｅ
Ｘ

代
表
取
締
役

堀
内

大
輔

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

大
阪
市
中
央
区
備
後
町
三
丁
目
四
番
八
号

福
永
繊
維
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
尾

康
江

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
九
日

兵
庫
県
西
宮
市
甲
子
園
七
番
町
一
九
番
三
号

株
式
会
社
夕
立
荘

代
表
取
締
役

島
田

昭
一

任
意
清
算
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
一
月
五
日
を
も
っ
て
解
散
し
、
会
社

法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
社
員
の
同
意

に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に
従
い
清
算
を
い
た

し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異
議
の
あ
る
債
権
者

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
九
日

長
崎
県
西
海
市
西
海
町
七

郷
二
三
七
四
番
地
三
五

合
資
会
社
こ
と
ぶ
き
福
祉
サ
ー
ビ
ス

代
表
社
員

岩
永

孝
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
億
千
二
百
四
十
四

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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ttp
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令
和
八
年
二
月
九
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｍ
Ｆ
４
Ｊ
Ｐ
Ｎ
４
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

訂
正
公
告

令
和
七
年
二
月
二
十
六
日
（
号
外
第
三
十
七
号
）
掲
載

の
第
十
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
流
動
資
産
の
金
額

「1
,0
0
2
,5
0
8

」
と
あ
る
は
「9

8
3
,5
5
0

」、
固
定
資
産
の
金

額
「5

8
4
,3
5
2

」
と
あ
る
は
「5

7
6
,2
0
6

」、
資
産
合
計
の
金

額
「1

,5
8
6
,8
6
0

」
と
あ
る
は
「1

,5
5
9
,7
5
7

」、
流
動
負
債

の
金
額
「8

5
3
,1
8
5

」
と
あ
る
は
「8

6
7
,0
8
5

」、
固
定
負
債

の
金
額
「3

8
0
,1
0
8

」
と
あ
る
は
「4

2
0
,1
0
8

」、
株
主
資
本

の
金
額
「3

5
3
,5
6
6

」
と
あ
る
は
「2

7
2
,5
6
3

」、
利
益
剰
余

金
の
金
額
「

6
1
,4
3
3

」
と
あ
る
は
「

1
4
2
,4
3
6

」、
そ
の

他
利
益
剰
余
金
の
金
額
「

6
1
,4
3
3

」
と
あ
る
は

「
1
4
2
,4
3
6

」、（
う
ち
当
期
純
利
益
）
の
金
額
「2

9
5
,8
0
1

」

と
あ
る
は
「2

1
4
,7
9
8

」、
負
債
・
純
資
産
合
計
の
金
額

「1
,5
8
6
,8
6
0

」
と
あ
る
は
「1

,5
5
9
,7
5
7

」
の
誤
り
に
つ
き

そ
れ
ぞ
れ
訂
正
し
ま
す
。

令
和
四
年
十
月
十
一
日
公
布
国
土
交
通
省
令
第
七
十
四

号
（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

三
ペ
ー
ジ
下
段
表
中
改
正
後
欄
五
行
目
か
ら
一
九
行
目

及
び
改
正
前
欄
八
行
目
か
ら
一
二
行
目
ま
で
を
削
除
す

る
。令

和
七
年
九
月
十
九
日
（
号
外
第
二
百
十
一
号
）
公
布

国
土
交
通
省
令
第
九
十
号
（
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の

整
備
等
に
関
す
る
省
令
）

令
和
七
年
十
一
月
四
日
海
上
保
安
庁
告
示
第
二
十
六
号

（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
登
録
確
認
機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
に
関
す
る

件
）

（
原
稿
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
法
規
的
告
示
欄
か
ら
そ
の

他
告
示
欄
に
移
動
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
二
日
海
上
保
安
庁
告
示
第
三
十

二
号
（
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
く
登
録
確
認
機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
に
関
す

る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
法
規
的
告
示
欄
か
ら
そ
の

他
告
示
欄
に
移
動
す
る
。

令
和
八
年
二
月
九
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
二
丁
目
三
四
番
一
七
号

Ｌ
Ｅ
Ｄ

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

直
樹


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